
千葉市告示第１００７号  

 

  指定納付受託者の指定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の

規定により指定納付受託者として指定しましたので、同条第２項の規定

により告示します。  

 

令和７年１１月２７日  

                  千葉市長  神  谷  俊  一  

１  指定する相手方  

福岡県福岡市中央区赤坂 1-16-5 読売九州ビル 5階  

  株式会社 Workthy 

代表取締役  井本  憲史  

 

２  指定する日  

  令和７年１２月１日  

 


